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本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
第
　
号
合
志
市
重
度
心

５５

身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
議
案
第
　
号
合
志

５６

市
精
神
障
害
者
居
宅
介
護
支

援
事
業
費
用
徴
収
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
、
議
案
第
　
号
５７

合
志
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）、
議
案
第
　
号
５８

合
志
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）、

議
案
第
　
号
合
志
市
介
護
保

５９

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）、
議
案
第
　
号
熊
本

６０

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
設
置
、
陳
情
第
　
号
療

１４

養
病
床
の
廃
止
・
削
減
の
中

止
を
求
め
る
陳
情
に
つ
い
て
、

審
査
結
果
を
報
告
し
ま
す
。

議
案
第
　
号
、　
号
、　
号
、

５５
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号
の
４
件
に
つ
い
て
は
内

５９容
を
妥
当
な
も
の
と
認
め
全

会
一
致
で
「
原
案
を
可
決
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た
。
議
案
第
　
号
、　
号
の

５７

６０

２
件
は
賛
成
多
数
で
「
原
案

を
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決

定
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で

議
案
第
　
号
の
質
疑
で
医
療

５５

費
に
つ
い
て
は
診
療
報
酬
の

改
正
、
自
己
負
担
に
つ
い
て

は
原
則
５
％
負
担
が
１
割
負

担
に
な
り
、
負
担
増
の
分
を

医
療
費
助
成
に
よ
り
カ
バ
ー

し
て
い
る
と
説
明
が
な
さ
れ

た
。
議
案
第
　
号
で
は
利
用

５６

者
負
担
が
ど
う
変
わ
る
の
か

と
の
質
疑
に
、
障
害
者
自
立

支
援
法
の
中
で
１
割
負
担
と

な
り
生
活
保
護
は
、
他
の

サ
ー
ビ
ス
と
同
様
で
あ
る
と

説
明
が
な
さ
れ
た
。
議
案
第

　
号
で
は
健
康
福
祉
部
の
福

５７祉
課
、
子
育
て
支
援
課
、
高

齢
者
支
援
課
、
健
康
づ
く
り

推
進
課
関
係
に
質
疑
が
な
さ

れ
た
。
反
対
討
論
と
し
て
熊

本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
負
担
金
は
広
域
連
合
規

約
に
つ
い
て
反
対
す
る
立
場

か
ら
補
正
予
算
に
反
対
す
る

と
の
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
　
号
、　
号
に
つ
い

５８

５９

て
は
償
還
金
等
に
つ
い
て
質

疑
が
な
さ
れ
、
平
成
　
年
度

１７

実
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

の
説
明
が
な
さ
れ
た
。
議
案

第
　
号
に
つ
い
て
は
広
域
連

６０
合
の
議
員
の
選
出
根
拠
、
保

険
料
の
試
算
額
等
に
つ
い
て

質
疑
が
な
さ
れ
た
。
反
対
討

論
と
し
て
、　
歳
以
上
の
方

７５

を
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期

高
齢
者
だ
け
の
独
立
し
た
保

険
が
つ
く
ら
れ
後
期
高
齢
者

が
介
護
保
険
と
同
様
に
年
金

天
引
き
、
保
険
料
は
高
齢
者

の
増
加
に
伴
い
自
動
的
に
値

上
げ
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う

な
問
題
を
審
議
す
る
に
は
、

連
合
規
約
が
不
十
分
で
あ
り

反
対
す
る
。
賛
成
討
論
と
し

て
各
市
町
村
の
財
政
的
な
格

差
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
る
、
医
療
は
全
国
ど

こ
に
住
ん
で
も
一
定
の
サ
ー

ビ
ス
が
必
要
で
あ
り
、
法
律

に
基
づ
き
県
下
全
市
町
村
が

加
入
す
る
広
域
連
合
設
置
に
、

賛
成
す
る
と
の
討
論
が
あ
り

ま
し
た
。
陳
情
第
　
号
に
つ

１４

い
て
は
願
意
を
妥
当
な
も
の

と
認
め
全
会
一
致
で
「
採
択

す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま

し
た
。

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
第
　
号
平
成
　
年
度
一

５７

１８

般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

は
慎
重
に
審
査
し
、
全
会
一

致
で
「
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま

し
た
。

　
審
査
の
過
程
で
論
議
さ
れ

た
主
な
も
の
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

教
育
総
務
課
関
係

　
教
育
委
員
会
費
の
旅
費
の

増
額
は
、
研
究
発
表
や
学
校

訪
問
へ
の
出
席
の
増
、
ま
た

教
育
委
員
長
の
本
会
議
出
席

の
た
め
の
費
用
弁
償
で
す
。

委
員
長
の
本
会
議
出
席
は
望

ま
し
い
姿
で
す
。

　
学
校
訪
問
の
目
的
、
効
果

は
、
学
校
経
営
が
確
実
に
行

わ
れ
て
い
る
か
の
チ
ェ
ッ
ク

機
関
と
し
て
必
ず
行
な
う
事

項
と
の
、
教
育
長
の
答
弁
で

し
た
。

学
校
教
育
課
関
係

　
学
校
管
理
費
補
正
は
、
平

成
　
年
１
月
開
校
す
る
合
志

１９

小
学
校
新
校
舎
の
開
校
記
念

品
代
で
す
。
教
育
振
興
費
の

補
正
は
、
小
中
学
校
と
も
に

母
子
家
庭
増
に
よ
る
就
学
援

助
費
の
増
額
に
よ
る
も
の
で

す
。

生
涯
学
習
課
関
係

　
総
合
セ
ン
タ
ー
施
設
修
繕

費
が
　
万
９
千
円
の
補
正
額

７０

で
す
。　
年
を
経
過
し
た
総

１０

合
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で

に
か
か
っ
た
修
繕
費
を
検
証

し
、
こ
れ
か
ら
先
を
十
分
見

据
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

文
化
振
興
課
関
係

　
熊
本
北
バ
イ
パ
ス
改
築
工

事
に
伴
う
須
屋
城
跡
発
掘
調

査
補
正
は
、
国
の
補
助
金
を

受
け
て
、
今
年
度
中
に
、
調

査
を
行
い
、
報
告
書
作
成
に

要
す
る
も
の
で
す
。

請
願
第
１
号

　
教
育
基
本
法
の
改
悪
に
反

対
し
、
教
育
基
本
法
を
学
校

と
社
会
に
生
か
す
こ
と
を
求

め
る
請
願
書
に
つ
い
て
は
、

全
会
一
致
で
「
不
採
択
と
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た　
法
制
定
後
　
年
を
経
過
し

６０

見
直
し
の
必
要
性
も
十
分
理

解
で
き
る
が
、
す
で
に
改
正

教
育
基
本
法
が
国
会
で
可
決

し
た
た
め
、
当
委
員
会
と
し

て
は
慎
重
審
議
を
す
べ
き
と

の
意
見
を
表
明
し
、「
不
採

択
と
す
べ
き
も
の
」
と
決
定

し
ま
し
た
。

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

文
教
常
任
委
員
会
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常
任
委
員
会
審
査
報
告

常
任
委
員
会
審
査
報
告

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事

件
の
審
査
結
果
と
審
査
の
過
程

を
報
告
し
ま
す
。

　
議
案
第
　
号「
合
志
市
長
の
在

５４

任
期
間
に
関
す
る
条
例
」、
議
案

第
　
号「
平
成
　
年
度
合
志
市
一

５７

１８

般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）」、

議
案
第
　
号「
熊
本
県
市
町
村
総

６１

合
事
務
組
合
の
規
約
の
一
部
変

更
」

　
ま
ず
、
議
案
第
　
号
に
つ
い

５４

て
は
、
条
例
制
定
に
法
的
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
努
力

規
定
の
条
例
化
に
意
味
が
あ
る

の
か
、
条
例
制
定
は
選
挙
民
の

権
利
を
奪
う
こ
と
に
な
ら
な
い

か
等
の
意
見
が
あ
り
、
採
決
の

結
果
、
今
後
と
も
調
査
･
研
究

の
う
え
決
定
す
べ
き
と
い
う
こ

と
で
継
続
審
議
と
す
る
こ
と
を

決
定
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
議
案
第
　
号
と
議
案

５７

第
　
号
に
つ
い
て
は
、
全
会
一

６１
致
で
「
原
案
を
可
決
す
べ
き
も

の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
陳
情
第
　
号「
合
志
市
竹
迫
地

１５

区
開
発
へ
の
協
力
の
お
願
い
」

　
本
件
は
、
本
年
６
月
の
第
一

回
定
例
会
に
陳
情
書
の
提
出
が

あ
り
、
計
画
不
十
分
と
い
う
こ

と
で
継
続
審
査
と
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
開
発
業
者
の
変
更
等

に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
今
回
、
開
発
業
者
も
正

式
に
決
定
し
、
計
画
書
も
出
来

上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
再
度

陳
情
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。　

　
企
画
課
長
よ
り
、
こ
の
合
志

庁
舎
南
側
の
土
地
利
用
に
つ
い

て
は
、
旧
合
志
町
時
代
に
、
民
間

開
発
に
協
力
す
る
こ
と
で
活
性

化
を
図
ろ
う
と
方
針
を
決
定
し

た
経
緯
等
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
、
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
こ

の
地
区
の
開
発
は
、
合
志
市
の

市
勢
浮
揚
と
雇
用
確
保
等
に
大

き
く
貢
献
す
る
と
し
て
、
賛
成

多
数
で
「
採
択
す
べ
き
も
の
」
と

し
ま
し
た
。　

　
ま
た
、意
見
と
し
て
「
市
全
体

の
土
地
利
用
方
針
、
区
域
区
分

の
見
直
し
及
び
規
制
緩
和
の
中

で
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
先

決
で
、
今
回
の
陳
情
に
つ
い
て

は
、
い
っ
た
ん
不
採
択
に
す
べ

き
」と
の
反
対
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。

　
陳
情
第
　
号
　
携
帯
電
話
基
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地
局
建
設
制
限
に
関
す
る
陳
情

に
つ
い
て
は
、
基
地
局
建
設
に

つ
い
て
法
的
な
も
の
は
ク
リ
ア

し
て
お
り
、
条
例
で
規
制
す
る

こ
と
は
無
理
と
い
う
理
由
か
ら

不
採
択
と
決
定
し
ま
し
た
。
し

か
し「
地
域
環
境
や
住
民
の
健
康

を
守
り
た
い
」と
い
う
趣
旨
に
は

賛
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
い

て
は
国
に
対
し
て
、
法
の
整
備

を
急
ぐ
よ
う
議
員
発
議
に
よ
る

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事

件
の
審
査
結
果
と
審
査
の
過
程

に
お
い
て
論
議
さ
れ
た
主
な
も

の
を
報
告
し
ま
す
。

　
ま
ず
審
査
結
果
に
つ
き
ま
し

て
は
、
議
案
第
　
号
、
平
成
　

５７

１８

年
度
合
志
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）
以
上
の
一
件
に

つ
い
て
、
内
容
を
妥
当
な
も
の

と
認
め
、
全
会
一
致
で
「
原
案

を
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定

し
ま
し
た
。

　
審
査
の
過
程
で
論
議
さ
れ
た
、

主
な
も
の
を
報
告
し
ま
す
。

農
業
委
員
会
事
務
局
関
係
　

　
農
地
流
動
化
推
進
事
業
の
農

地
利
用
集
積
助
成
金
に
つ
い
て

は
、
農
家
の
耕
作
す
る
農
地
を

確
定
す
る
必
要
上
、
小
作
契
約

が
結
ば
れ
、
約
　
　
の
内
、
約

８３
ha

　
　
が
助
成
対
象
と
な
り
２
５

４３
ha

０
万
円
を
補
正
す
る
も
の
で
あ

る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

農
政
課
関
係

　
地
域
特
産
物
産
地
づ
く
り
支

援
対
策
事
業
の
内
容
は
と
の
質

問
に
、
葉
た
ば
こ
、
茶
等
の
産

地
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
、

合
生
地
区
の
「
立
割
乾
燥
施
設

組
合
」
が
事
業
採
択
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
補
正
で
あ
る
と
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

耕
地
課
関
係
　

　
農
地
費
の
内
、
職
員
手
当
　１１

万
７
千
円
に
つ
い
て
の
説
明
で

は
、
合
生
地
区
ほ
場
整
備
計
画

の
地
元
説
明
会
等
の
時
間
外
勤

務
手
当
で
あ
る
。
１
月
か
ら
２

月
に
、
６
地
区
ほ
ど
説
明
会
を

行
い
、
地
権
者
の
同
意
を
取
り

た
い
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

都
市
計
画
課
関
係
　

　
南
原
住
宅
整
備
事
業
２
６
０

０
万
円
の
繰
越
明
許
費
に
つ
い

て
、
住
宅
敷
地
の
境
界
確
定
に

時
間
を
要
し
、
造
成
の
竣
工
が

遅
れ
、
駐
車
場
等
の
工
事
が
年

度
内
に
で
き
な
い
た
め
、
繰
越

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
工
期
は
い

つ
ま
で
か
、
ま
た
、
家
賃
は
ど

う
な
る
の
か
と
の
質
問
に
、
工

期
は
平
成
　
年
６
月
末
日
を
予

１９

定
、
新
住
宅
の
家
賃
は
２
万
円

か
ら
４
万
円
に
な
る
と
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

南原住宅工事現場


